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上：２月の深夜、事故が発生した県道伊勢多気線栄町交差点�
　　から西へ約300mの地点。�
�
左：夏の交通安全県民運動の初日７月12日、役場前で行われた�
　　街頭指導出発式。この後、白バイ４台。パトカー３台に分�
　　乗した警察官が取締に出発しました。�
�
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安�安�全確認の�おこたり�

う�う�っかりミス！�
交�交�通死亡事故�が多発！�

玉城町の交通安全事情�

　
夏
の
暑
さ
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
る

こ
の
時
期
は
、
暑
さ
に
よ
る
気
の

ゆ
る
み
、
疲
労
、
夏
休
み
の
開
放

感
や
、
レ
ジ
ャ
ー
に
よ
る
交
通
量

の
増
加
な
ど
に
よ
り
交
通
事
故
の

多
発
が
心
配
さ
れ
ま
す
。�

　
そ
こ
で
、
今
月
は
今
年
す
で
に

３
件
の
交
通
死
亡
事
故
が
発
生
し

て
い
る
町
内
の
交
通
安
全
事
情
を

紹
介
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。�

　
一
人
ひ
と
り
が
交
通
安
全
意
識

を
高
め
、
事
故
防
止
に
役
立
て
て

く
だ
さ
い
。�

　�
  

年
々
多
発
す
る
交
通
事
故�

　
近
年
、
町
内
で
は
交
通
事
故
が

多
発
し
て
い
ま
す
。
昨
年
１
年
間

の
町
内
で
の
事
故
件
数
は
４
５
６

件
。
そ
の
う
ち
２
人
が
亡
く
な
ら

れ
、
ケ
ガ
を
さ
れ
た
人
は
１
３
２

人
に
の
ぼ
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
の

件
数
を
一
昨
年
と
比
較
し
て
み
る

と
、
22
件
増
加
し
て
い
ま
す
。�

　
一
方
、
今
年
は
、
１
月
〜
５
月

ま
で
に
１
７
５
件
の
事
故
が
発
生

し
て
い
て
、
こ
れ
は
昨
年
並
み
と

は
い
え
、
今
年
に
入
り
町
内
で
３

件
の
痛
ま
し
い
交
通
死
亡
事
故
が

発
生
し
て
い
る
な
ど
憂
慮
さ
れ
る�
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事故現場でお話しを伺った中井豊一交通官�

す
る
軽
乗
用
車
が
運
転
を
誤
り
、

Ｔ
字
路
脇
フ
ェ
ン
ス
へ
衝
突
。
単

独
死
亡
事
故
。�

　
こ
の
よ
う
に
、
発
生
時
間
は
、

夜
間
や
早
朝
、
ま
た
夕
刻
と
い
っ

た
疲
れ
が
た
ま
る
時
間
帯
、
仕
事

な
ど
か
ら
開
放
さ
れ
た
時
間
帯
に

多
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。�

　
町
で
は
伊
勢
警
察
署
や
交
通
安

全
協
会
玉
城
支
部
な
ど
と
、
互
い

に
連
携
し
な
が
ら
、
安
全
設
備
の

設
置
・
点
検
、
交
通
安
全
の
啓
発

な
ど
を
さ
ら
に
強
化
し
て
い
き
ま

す
。�

　
夏
を
快
適
に
楽
し
む
に
は
、
何

よ
り
も
ま
ず
ド
ラ
イ
バ
ー
の
安
全

運
転
が
必
要
で
す
。
同
乗
者
み
ん

な
で
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
安
全
運
転

を
支
え
、
ま
た
一
人
ひ
と
り
が
交

通
安
全
に
積
極
的
に
気
配
り
し
、

交
通
事
故
の
防
止
に
努
め
て
く
だ

さ
い
。�

　
ま
た
、
夏
休
み
期
間
中
は
、
子

ど
も
た
ち
の
飛
び
出
し
に
も
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。�

　
交
通
安
全
に
関
す
る
詳
し
い
こ

と
は
、
町
生
活
福
祉
チ
ー
ム
　
（
５

８
）
８
２
０
３
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。�

か
ら
放
送
の
新
番
組
「
知
っ
得
、

納
得
」
で
は
、
３
件
の
死
亡
事
故

の
検
証
と
対
策
を
、
伊
勢
警
察
署

中
井
豊
一
交
通
官
に
お
話
し
い
た

だ
き
ま
し
た
。（
放
送
は
、
７
月

12
日
〜
18
日
で
し
た
。
）�

　
そ
の
事
故
の
状
況
は�

２
月
22
日�

午
前
２
時
30
分
頃
発
生
の
事
故�

▼
場
所
　
栄
町
地
内
信
号
交
差
点

か
ら
西
へ
約
３
０
０
ｍ
（
県
道
伊

勢
多
気
線
）�

▼
状
況
　
普
通
乗
用
車
が
対
向
車

線
に
は
み
出
し
、
対
向
の
普
通
乗

用
車
と
正
面
衝
突
。
１
人
死
亡
。�

５
月
31
日�

午
前
４
時
38
分
頃
発
生
の
事
故�

▼
場
所
　
玉
川
地
内
信
号
交
差
点

（
県
道
田
丸
停
車
場
斉
明
線
）�

▼
状
況
　
交
差
点
で
の
軽
四
貨
物

車
と
普
通
乗
用
車
の
出
合
頭
事
故
。

半
感
応
式
信
号
機
で
、
い
ず
れ
か

の
信
号
無
視
が
原
因
。
軽
四
貨
物

車
運
転
者
が
死
亡
。�

６
月
22
日
　�

午
後
５
時
５
分
頃
発
生
の
事
故�

▼
場
所
　
百
五
銀
行
田
丸
支
店
駐

車
場
付
近
Ｔ
字
路�

▼
状
況
　
84
歳
の
高
齢
者
が
運
転�

状
態
に
あ
る
と
い
え
ま
す
。�

（
「
玉
城
町
の
交
通
事
故
発
生
状

況
」
「
玉
城
町
交
通
死
亡
事
故
件

数
の
推
移
」
参
照
）�

�  

原
因
と
発
生
年
齢
層�

　
こ
の
よ
う
な
事
故
の
原
因
と
し

て
は
「
安
全
確
認
の
お
こ
た
り
」

が
一
番
多
く
、
そ
の
次
に
「
前
方

不
注
意
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。�

　
さ
ら
に
、
発
生
し
た
事
故
当
事

者
を
年
齢
別
で
み
る
と
、
若
者
と

高
齢
者
が
多
く
、
特
に
高
齢
者
の

事
故
は
年
々
増
え
る
一
方
で
す
。�

�  

交
差
点
で
の
左
右
確
認
、�

  

特
に
高
齢
者
は
慎
重
に
運
転
を�

　
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
「
た
ま
き

チ
ャ
ン
ネ
ル
21
」
で
、
６
月
下
旬�

玉城町の交通事故発生状況�玉城町交通死亡事故件数の推移�
（単位：人、件）�

玉城町�

�
15年�
14年�
比較�

人身事故�
101�
73�
28

死　者�
2�
2�
0

傷　者�
132�
110�
22

物損事故�
355�
368�
－13

総事故件数�
456�
434�
22

伊勢警察署�
管内�

�
15年�
14年�
比較�

人身事故�
1,025�
920�
105

死　者�
11�
24�
－13

傷　者�
1,315�
1,157�
170

物損事故�
4,428�
4,460�
－32

総事故件数�
5,453�
5,380�
73

Ｈ
16�
年�
�

Ｈ
15�
年�
�

�Ｈ
10�
年�
�

�Ｈ
５�
年�
�

Ｈ
元�
年�
�

10�

8�

6�

4�

2�

0

（人）�

玉城町�

（
年
）�
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玉城町民の�

地 震 防 災 意 識 �

玉城防災ボランティア�

5

�

　
玉
城
防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
（
青

山
捷
三
会
長
）
に
よ
る
防
災

コ
ー
ナ
ー
、
今
回
は
、「
も
し

も
に
備
え
る
防
災
グ
ッ
ズ
」

を
テ
ー
マ
に
、
お
奨
め
の
防

災
グ
ッ
ズ
に
つ
い
て
お
伝
え

し
ま
す
。�

　
前
回
は
自
宅
の
耐
震
化
や

家
具
の
固
定
な
ど
、
大
地
震

が
起
き
て
も
安
全
な
レ
イ
ア

ウ
ト
や
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

を
お
伝
え
し
ま
し
た
が
、
今

回
は
被
災
後
の
生
活
に
役
立

つ
防
災
グ
ッ
ズ
に
つ
い
て
、

当
会
が
検
討
し
た
結
果
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。�

�� 

お
奨
め
の
防
災
グ
ッ
ズ
…�

��

　
防
災
グ
ッ
ズ
は
、
自
宅
の
倒
壊

か
ら
免
れ
て
も
、
電
気
、
水
道
が

ス
ト
ッ
プ
す
る
中
で
の
自
宅
待
機

や
避
難
所
生
活
で
も
役
立
ち
ま
す
。�

　
援
助
物
資
が
被
災
地
に
届
く
の

は
一
般
的
に
被
災
後
３
日
ぐ
ら
い

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
東
海
地

震
、
東
南
海
地
震
、
南
海
地
震
が

同
時
発
生
し
た
場
合
か
な
り
広
域

に
被
害
が
発
生
す
る
た
め
、
も
っ

と
遅
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま

す
。�

��

　
ま
ず
脱
出
す
る
こ
と
が
先
決�

�

　�　
大
き
な
地
震
が
起
き
た
場
合
、

避
難
袋
を
持
っ
て
脱
出
で
き
れ
ば

い
い
の
で
す
が
、
現
実
に
は
何
も

持
て
ず
、
逃
げ
る
だ
け
で
精
一
杯

だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。�

　
ま
ず
生
き
延
び
る
事
を
第
一
に
、

揺
れ
が
お
さ
ま
っ
て
か
ら
、
あ
ら

か
じ
め
用
意
し
た
避
難
袋
な
ど
を

持
ち
出
す
こ
と
を
考
え
ま
し
ょ
う
。�

　
理
想
的
な
方
法
は
、
自
宅
の
ほ

か
車
庫
や
車
の
中
な
ど
に
も
保
管

し
、
い
ざ
と
い
う
と
き
持
ち
出
せ

る
よ
う
に
備
え
て
お
く
こ
と
で
す
。�

　
防
災
グ
ッ
ズ
は
大
き
く
２
つ
に

分
け
て
用
意
す
る
の
が
い
い
よ
う

で
す
。�

1

最
初
に
避
難
場
所
に
持
っ
て
い

く
も
の
、
３
日
分
を
リ
ュ
ッ
ク
な

ど
に
詰
め
て
お
く
。
（
１
次
持
出

品
）�

2

落
ち
着
い
て
か
ら
順
次
持
ち
出

す
も
の
、
最
低
２
日
分
を
箱
な
ど

に
詰
め
て
お
く
。
（
２
次
持
出
品
）�

1
　

2
を
あ
わ
せ
て
、
５
日
分
は

確
保
し
て
お
く
の
が
望
ま
し
い
で

し
ょ
う
。�

 

「
防
災
太
郎
」
の
絵
の
中
に
表

示
し
て
あ
る
グ
ッ
ズ
を
準
備
し
て

取
り
出
し
や
す
い
と
こ
ろ
に
保
管

し
て
く
だ
さ
い
。
分
け
て
運
ぶ
チ

ャ
ン
ス
も
あ
る
の
で
、
水
・
食
糧

は
多
め
に
ス
ト
ッ
ク
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。�

�

　
次
回
は
最
終
回
。
地
域
で
行
う

防
災
活
動
に
関
す
る
こ
と
を
テ
ー

マ
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。�

�� 

玉
城
町
の�

 

地
域
防
災
計
画
と
取
り
組
み�

�

　
町
で
は
、
「
災
害
対
策
基
本
法
」

に
基
づ
き
、
地
域
防
災
計
画
を
策

定
し
、
震
災
、
風
水
害
対
策
に
分�
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け
整
備
計
画
や
予
防
な
ど
の
手
順

を
取
り
ま
と
め
て
い
ま
す
。�

　
例
え
ば
、
「
震
災
対
策
」
に
つ

い
て
は
、
災
害
予
防
、
東
海
地
震

の
警
戒
宣
言
発
令
時
の
対
策
、
災

害
時
の
各
種
分
野
の
応
急
・
復
旧

対
策
な
ど
の
方
法
が
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。�

　
こ
の
な
か
で
、
生
活
必
需
品
に

つ
い
て
は
、
町
商
工
会
、
Ｊ
Ａ
伊

勢
玉
城
支
店
、
食
料
販
売
業
者
に

必
要
量
の
確
保
を
お
願
い
し
て
い

る
ほ
か
、
食
料
は
４
０
０
０
個
（
４

０
０
０
人
の
１
人
１
日
分
）
の
非

常
食
を
常
時
備
蓄
す
る
と
と
も
に
、

業
者
に
委
託
備
蓄
の
協
力
も
お
願

い
し
て
い
ま
す
。�

　
ま
た
、
水
防
、
救
助
、
防
疫
、

給
水
資
材
や
機
材
は
、
３
箇
所
の

備
蓄
防
災
倉
庫
に
整
備
し
て
い
ま

す
。�

　
し
か
し
、
行
政
が
す
べ
て
に
対

応
す
る
こ
と
に
は
限
度
が
あ
る
た

め
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
と
情
報

交
換
を
深
め
、
活
動
の
対
象
範
囲

の
検
討
や
協
力
体
制
、
役
割
分
担

の
明
確
化
が
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。�

�

地震防災講演会開催地震防災講演会開催�
巨大地震から生き延びるには？巨大地震から生き延びるには？�
地震防災講演会開催�
巨大地震から生き延びるには？�

　三重県では、近い将来発生する恐れのある
大規模地震のうち、東海地震の対策強化地域
に18市町村が、また東南海・南海地震の推進
地域に玉城町を含む県内すべての市町村が指
定されています。�
　県内の地震計では数多くの有感地震を記録
しており、いつ起こるか分からない地震に対
して、玉城町内の一人ひとりに、より一層の
防災意識をもってもらおうと次のように地震
防災講演会を開催します。�
　常々準備したいとは思っていても、“いざと
なると何をしていいか分からない”と感じてお
られる人は、参考にしてください。�
�
▼日時　８月22日（日）�
　　　　午後１時30分～４時15分�
▼場所　町保健福祉会館�
　　　　　　ふれあいホール�
▼演題　�
　１「巨大地震から生きのびるには？」�
　　　講師：全日本地震防災推進協議会�
　　　　　　会長　岩瀧幸則　氏�
　　・阪神大震災の実体験談�
　　・地震のメカニズムおよび予想される地
　　　震と被害�
　　・家族の命は誰が守るのか�
　　・地震防災の第１目的は死傷者を軽減す
　　　ること�
　　・防災は発災前の準備と心構えに尽きる�
　　・身の回りの物が凶器になる�
　　・地域のつながりの大切さ�
　２「住宅耐震化の三重県の取り組み」�
　　　講師：三重県県土整備部  住宅室�
　　・住宅の耐震診断と補強支援制度について�
　　・身近な耐震対策である家具固定の方法
　　　等について�
　詳しくは、町社会福祉協議会　（58）6915へ
お問い合わせください。�
�

「万が一」
の�

　場合に備
えて�

「防災太郎」�

生活用品�

ウェットティッシュ�
カッパ�

（ポンチョ）�

筆記用具�

生理用
品� 下着類

�

ティッ
シュ�

洗面
用具
�

運動ぐつ�

カイ
ロ�

タオル� 裁縫用具�

予備の
メガネ

�

補聴器
�

食糧�
非常食（３日分）�

飲料水飲料水（３日
分）（３日分）�飲料水（３日
分）�

氷砂糖�
乾パン�

レトルト食品�

防災用品�

懐中電灯�

携帯ラジオ�

マッチ�

ライター�

ビニール袋�
ヘルメット�

ゴミ袋�

布テープ�

ガムテープ�

ホイッスル�

マジック�

医薬品�

ガーゼ�

常用薬�
傷薬� 底の厚い靴�

動きやすい服装�

預金通帳�

痛み止め�

テープ�
ガーゼ�

救急用品�

貴重品貴重品�貴重品�

キャッシ
ュ�

カード�
現金
�

家族写
真�

免許証�
重要書類�
コピー�

テレホン
カード�

健康保険証�

軍手�
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歳出�

歳入�【�一般会計収支状況�】�

の�の�の�の�

台�台�台�台�所�所�所�所�MACHINO  DAIDOKORO

財
政
公
表

財
政
公
表�

財
政
公
表�

町
財
政
の
収
支
状
況
ご
覧
く
だ
さ
い�

　
み
な
さ
ん
か
ら
納
め
ら
れ
た
税
金
や
国
・
県
か
ら
の
交
付
金
・
補
助
金
な
ど
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
、
町
政

に
対
す
る
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
収
入
や
支
出
の
状
況
を
グ
ラ
フ
や
表
を
交
え
て
紹
介
し
ま
す
。�

　
今
回
は
、
平
成
15
年
度
一
般
会
計
・
特
別
会
計
の
執
行
状
況
を
、
平
成
16
年
３
月
31
日
現
在
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。�

（単位：千円）千円未満四捨五入�

0 5 10 15億円�

上：支出済額　　上：支出済額　　3,968,847,7553,968,847,755円�
�
下：現計予算額　下：現計予算額　4,831,507,0004,831,507,000円�

災 害 復 旧 費 �
労 　 働 　 費 �
予 　 備 　 費 �
議 　 会 　 費 �
商 　 工 　 費 �
農 林 水 産 費 �
諸 支 出 金 �
衛 　 生 　 費 �
消 　 防 　 費 �
教 　 育 　 費 �
公 　 債 　 費 �
土 　 木 　 費 �
総 　 務 　 費 �
民 　 生 　 費 �

96,000�
200,000

0�
37,226

27,467�
27,467

73,286�
81,083

77,591�
77,892

163,572�
183,078

258,696�
309,744

214,296�
333,043

535,634�
537,334

376,016�
647,140

458,288�
723,749

1,102,305�
1,143,671

309,395�
320,521

372,206�372,206�
409,359409,359
372,206�
409,359

国有提供施設等交付金�
寄 付 金 �
財産収入交通安全
交通安全対策特別交付金�
ゴルフ場利用税交付金�
繰 入 金 �
利 子 割 交 付 金 �
使用料および手数料�
自動車取得税交付金
地方特例交付金
地 方 譲 与 税 �
繰 越 金 �
分担金および負担金�
地方消費税交付金�
諸 収 入 �
県 支 出 金 �
国 庫 支 出 金 �
町 債 �
地 方 交 付 税 �
町 税 �

00 2 4 6 8 10 12 14 16億円�

（単位：千円）千円未満四捨五入�

581�
581
1,387�
1,323
2,487�
1,427�

�

10,769�
10,000�

�10,892�
10,893�

�

2,400�
2,424�

�

16,270�
17,000�

�29,352�
32,355�

�64,701�
56,000
65,097�65,097�
65,09765,097
65,097�
65,097
92,309�92,309�
86,00086,000
97,681�97,681�
97,68197,681
109,442�109,442�
121,415121,415
109,442�
121,415
127,870�
127,870
127,415�
128,587

206,394�206,394�
327,623327,623
206,394�
327,623

157,052�
220,179

394,100�
622,400

1,005,338�
980,000

1,892,132�
1,922,676

上：収入済額　　上：収入済額　　4,413,693,534円�
�
下：現計予算額　下：現計予算額　4,831,507,000円　円　�

上：収入済額　　4,413,693,534円�
�
下：現計予算額　4,831,507,000円　�

92,309�
86,000
97,681�
97,681

上：支出済額　　3,968,847,755円�
�
下：現計予算額　4,831,507,000円�
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平
成
15
年
度
、
み
な
さ
ん
に
納
め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
町
税
の

総
額
は
３
月
31
日
現
在
、
18
億
９
２
１
３
万
１
５
９
１
円
と
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
一
般
会
計
全
体
の
39
・
８
％
を
占
め
、
地
方

交
付
税
の
10
億
５
３
３
万
８
０
０
０
円
の
20
・
３
％
と
と
も
に
重

要
な
財
源
と
な
っ
て
い
ま
す
。�

（
町
税
の
内
訳
は
、
上
図
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
）�

��

　
地
方
債
と
し
て
町
が
借
り
入
れ
て
い
る
お
金
（
借
入
金
）
の
う

ち
、
こ
れ
か
ら
返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
未
償
還
元
金
は
、
86

億
１
１
９
４
万
６
０
４
３
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。�

　
町
有
財
産
は
、
町
が
所
有
す
る
土
地
・
建
物
の
こ
と
で
、
役
場

庁
舎
・
町
営
住
宅
・
学
校
・
道
路
な
ど
が
含
ま
れ
ま
す
。�

▼
土
地
　
28
万
２
６
８
９
平
方
メ
ー
ト
ル
��

▼
建
物
　
５
万
２
４
９
平
方
メ
ー
ト
ル
��

　
　�

�

　
町
が
条
例
の
定
め
に
よ
っ
て
特
定
の
目
的
の
た
め
に
財
産
を
積

み
立
て
て
い
る
も
の
で
、
財
政
調
整
基
金
・
地
域
福
祉
基
金
・
町

債
管
理
基
金
な
ど
が
あ
り
ま
す
。�

▼
10
億
９
８
０
７
万
７
４
１
円�

�

【�病院事業会計�】�
●�収益的収支� （�単位　円�）�

（�単位　円�）�

予算額� 執行済額�

収　入� 525,473,000 531,303,135

支　出� 503,473,000 492,580,789

●�資本的収支�
予算額� 執行済額�

収　入� 313,499,000 221,399,000

支　出� 349,136,000 349,089,256

【�水道事業会計�】�
●�収益的収支� （�単位　円�）�

（�単位　円�）�

予算額� 執行済額�

収　入� 310,978,000 322,105,821

支　出� 205,857,000 185,565,965

●�資本的収支�
予算額� 執行済額�

収　入� 300,287,000 297,569,905

支　出� 647,841,000 628,377,573

【�介護老人保健施設事業会計�】�
●�収益的収支� （�単位　円�）�

（�単位　円�）�

予算額� 執行済額�

収　入� 281,779,000 285,236,729

支　出� 287,057,000 282,499,559

●�資本的収支�

【�下水道事業会計�】�
●�収益的収支� （�単位　円�）�

予算額� 執行済額�

収　入� 99,263,000 94,996,787

支　出� 139,263,000 134,996,331

軽自動車税��
�28,619,800円�

� 1.5%
たばこ消費税��

�88,261,083円�
� 4.7%

�
�

町民税�
972,610,153円�
� 51.4%

町税収入済額　1,892,131,591円 ��
�

�
�

固定資産税�
791,199,905円�
� 41.8%

入湯税��
�11,440,650円�

� 0.6%
特別土地保有税�
� 0円�

�0.0%

【 町税の内訳 】�
�

1,000,000
1,100,000

千円�
�

900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000

0
老�
人�
保�
健�
特�
別�
会�
計���

国�
民�
健�
康�
保�
険�
特�
別�
会�
計���

山�
村�
振�
興�
事�
業�
特�
別�
会�
計���

住�
宅�
新�
築�
資�
金�
等�
貸�
付�
事�
業�
特�
別�
会�
計���

農�
業�
集�
落�
排�
水�
事�
業�
特�
別�
会�
計���

現計予算額�
�

支出済額�
�

収入済額�
�

1,029,6571,029,657

952,791952,791
908,921908,921

948,668948,668
901,624901,624

6,8166,816 115,037115,037
94,47094,470

37,66637,666
111,276111,276

83,06083,060

996,170996,170

37,98937,989
121,738121,738

288,704288,704

1,029,657

952,791
908,921

948,668
901,624

6,816 115,037
94,470

37,666
111,276

83,060

996,170

37,989
121,738

288,704

【�特別会計収支状況�】�

予算額� 執行済額�

収　入� 350,000 350,000

支　出� 8,773,000 8,772,531

●�資本的収支� （�単位　円�）�

予算額� 執行済額�

収　入� 421,519,000 464,414,941

支　出� 424,902,000 325,628,580

町
税
の
収
入
状
況�

町
有
財
産�

基
金�

地
方
債
の
状
況�
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●
ア
ス
ピ
ア
玉
城「
ふ
れ
あ
い
の
館
」使
用
料
改
正（
３
歳
未
満
児
を
無
料
に
）�

平成16年�
第４回玉城町議会定例会�

　
平
成
16
年
第
４
回
玉
城
町
議
会
定
例
会
は
６
月
15
日
、
開
会
さ
れ
、
専
決
処
分
の
承
認
、
条
例
の
一
部
改
正
な
ど
10
議
案
が�

上
程
さ
れ
、
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。�

▼
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（
平
成
16
年
度
玉
城
町
住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
）

　
平
成
15
年
度
会
計
の
償
還
収
入
に
３
０
４
６
万
１
０
０
０

円
の
歳
入
不
足
が
生
じ
た
た
め
、
平
成
16
年
度
会
計
か
ら
繰

り
上
げ
充
用
し
補
て
ん
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
に
同
額
を
追
加
し
、
総
額
４
０

１
０
万
１
０
０
０
円
と
し
ま
し
た
が
、
た
だ
ち
に
議
会
を
招

集
で
き
な
い
こ
と
か
ら
専
決
処
分
し
、
当
議
会
で
こ
の
こ
と

が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

▼
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て�

（
平
成
16
年
度
玉
城
町
老
人
保
健
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）
）

　
平
成
15
年
度
会
計
に
お
き
ま
し
て
、
支
払
い
基
金
お
よ
び

国
庫
負
担
金
の
交
付
不
足
に
よ
る
歳
入
不
足
が
生
じ
た
た
め
、

16
年
度
会
計
か
ら
繰
上
げ
充
用
し
補
て
ん
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
に
４
７
９

万
４
０
０
０
円
を
追
加
し
、
総
額
10
億
３
７
１
８
万
１
０
０

０
円
と
し
ま
し
た
が
、
た
だ
ち
に
議
会
を
招
集
で
き
な
い
こ

と
か
ら
専
決
処
分
し
、
当
議
会
で
こ
の
こ
と
が
承
認
さ
れ
ま

し
た
。

▼
玉
城
町
中
山
間
地
域
資
源
活
用
施
設
の
設
置
及
び
管
理
運

営
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
ふ
れ
あ
い
の
館
浴
場
の
改
修
で
、
脱
衣
室
を
拡
張
し
、
和

室
を
廃
止
し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
和
室
使
用
料
を
廃
止

し
、
ま
た
家
族
利
用
の
増
加
を
図
る
た
め
３
歳
未
満
の
幼
児

の
使
用
料
を
無
料
に
す
る
た
め
、
条
例
の
一
部
を
改
正
し
ま

し
た
。

▼
玉
城
町
国
民
健
康
保
険
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
病
院
改
築
後
の
入
院
差
額
ベ
ッ
ド
料
を
、
１
人
部
屋
１
日

３
１
５
０
円
、
２
人
部
屋
１
日
１
０
５
０
円
と
し
、
消
費
税

な
ど
を
含
め
た
総
額
で
表
示
す
る
た
め
、
条
例
の
一
部
を
改

正
し
ま
し
た
。

▼
玉
城
町
非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金
の
支
給
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
が
、
本
年
３
月
26

日
に
公
布
さ
れ
、
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

本
町
非
常
勤
消
防
団
員
の
処
遇
改
善
を
図
る
た
め
、
条
例
の

一
部
を
改
正
し
ま
し
た
。

▼
三
重
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
規
約
の
変
更
に
つ
い

て
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市
町
村
合
併
に
よ
る
「
い
な
べ
市
」
の
加
入
に
伴
い
、
組

合
の
議
会
議
員
選
挙
区
の
範
囲
に
変
更
が
生
じ
た
た
め
、
規

約
の
一
部
を
改
正
し
ま
し
た
。�

�

▼
伊
勢
志
摩
市
町
村
税
等
滞
納
整
理
組
合
を
組
織
す
る
地
方

公
共
団
体
の
数
の
増
減
及
び
規
約
の
変
更
に
つ
い
て
�

　
本
年
10
月
１
日
付
け
で
、
志
摩
郡
磯
部
町
、
阿
児
町
、
大

王
町
、
志
摩
町
お
よ
び
浜
島
町
が
廃
置
分
合
に
よ
り
新
設
合

併
し
、
「
志
摩
市
」
と
な
る
こ
と
か
ら
、
伊
勢
志
摩
市
町
村

税
等
滞
納
整
理
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
と
し
て
脱

退
加
入
す
る
こ
と
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
の
数
が
増
減
す
る

た
め
、
当
組
合
規
約
の
一
部
を
改
正
し
ま
し
た
。
　�

�

▼
伊
勢
地
域
農
業
共
済
事
務
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団

体
の
数
の
増
減
及
び
規
約
の
変
更
に
つ
い
て
�

　
前
議
案
と
同
じ
く
、
伊
勢
地
域
農
業
共
済
事
務
組
合
を

組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
数
が
増
減
す
る
た
め
、
当
事
務

組
合
規
約
の
一
部
を
改
正
し
ま
し
た
。
�

�▼
三
重
県
伊
勢
志
摩
地
区
広
域
市
町
村
圏
協
議
会
を
組
織
す

る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
増
減
及
び
規
約
の
変
更
に
つ
い
て
�

　
前
２
議
案
同
様
に
、
伊
勢
志
摩
地
区
広
域
市
町
村
圏
協
議

会
か
ら
志
摩
郡
５
町
が
脱
退
し
、
新
た
に
志
摩
市
が
加
入
す

る
こ
と
か
ら
、
当
協
議
会
規
約
の
一
部
を
改
正
し
ま
し
た
。
�

�▼
平
成
16
年
度
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１

号
）
�

　
平
成
15
年
度
療
養
給
付
費
負
担
金
の
精
算
見
込
み
に
伴

う
償
還
金
の
増
額
が
主
な
も
の
で
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

に
５
７
５
万
５
０
０
０
円
を
増
額
し
、
総
額
を
10
億
２
７

９
４
万
９
千
円
と
し
ま
し
た
。
�

�

住民票、所得証明、各種申請受付、相談など、�

どうぞお気軽にご利用ください。�

�

午前午前8時3030分～午後７時まで分～午後７時まで�
玉城町役場は玉城町役場は�

行っています行っています�午前午前8時3030分～午後７時まで分～午後７時まで�
玉城町役場は玉城町役場は�

行っています行っています�午前8時30分～午後７時まで�
玉城町役場は�

行っています�

�

中
瀬
町
長
が
６
月
定
例
会
開

中
瀬
町
長
が
６
月
定
例
会
開

会
あ
い
さ
つ
で
市
町
村
合
併

会
あ
い
さ
つ
で
市
町
村
合
併

に
関
す
る
所
信
を
表
明

に
関
す
る
所
信
を
表
明�

�

中
瀬
町
長
が
６
月
定
例
会
開

中
瀬
町
長
が
６
月
定
例
会
開

会
あ
い
さ
つ
で
市
町
村
合
併

会
あ
い
さ
つ
で
市
町
村
合
併

に
関
す
る
所
信
を
表
明

に
関
す
る
所
信
を
表
明�

��

中
瀬
町
長
が
６
月
定
例
会
開

会
あ
い
さ
つ
で
市
町
村
合
併

に
関
す
る
所
信
を
表
明�

�

　
昨
年
12
月
の
５
町
村
任
意
合
併
協
議
会
の

終
了
（
解
散
）
を
う
け
、
３
月
定
例
会
で
合

併
推
進
に
つ
い
て
当
面
静
観
す
る
意
向
を
示

し
て
い
た
市
町
村
合
併
問
題
に
つ
い
て
、
中

瀬
町
長
は
、
６
月
15
日
の
６
月
定
例
会
の
冒

頭
、
最
近
の
近
隣
情
勢
の
報
告
後
、
平
成
17

年
３
月
ま
で
の
期
限
内
の
合
併
推
進
は
断
念

せ
ざ
る
を
得
な
い
と
す
る
所
信
を
表
明
し
ま

し
た
。�

　
そ
の
な
か
で
、
合
併
特
例
法
の
改
正
（
９

ペ
ー
ジ
参
照
）
が
あ
り
、
平
成
18
年
３
月
ま

で
期
間
が
猶
予
さ
れ
た
が
、
本
年
９
月
が
方

向
性
を
打
ち
出
す
最
後
の
時
期
に
来
て
い
る
。

町
民
合
意
の
取
り
方
は
大
変
難
し
い
が
、
そ

れ
ま
で
に
町
議
会
に
も
意
思
統
一
を
お
願
い

し
、
区
長
会
、
各
種
説
明
会
な
ど
で
も
説
明

し
て
い
き
た
い
と
述
べ
ま
し
た
。�

　
こ
の
後
、
同
月
24
日
に
は
、
町
議
会
全
員

協
議
会
が
開
か
れ
、
議
会
と
し
て
は
継
続
し

て
慎
重
に
協
議
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。�

ま
た
、
現
在
地
区
説
明
会
を
開
催
し
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。�

�
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市町村の合併に関する合併三法が公布されました�
 「市町村の合併の特例等に関する法律」、「市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律」、「地方自治法の一部を改正する法律」のいわゆる
合併三法が成立し、平成16年5月26日に公布されました。�
　現行の合併特例法の改正により、平成17年3月31日までに各市町村議会の議決を経て、都道府県知事に合併の申請を行い、平成18年3月31日までに
合併する市町村に対して、現行の合併特例法の財政支援措置等の特例措置を受けることができること、また住民自治の強化観点から合併特例区および地域
自治区（いわゆる地域自治組織）制度を創設し、旧市町村のまとまりに配慮しつつ、合併することを可能としました。�
　さらに、平成17年4月以降も市町村合併を推進することとし、合併に関する障害を除去する特例措置（合併特例債は廃止）、都道府県による市町村合併
の推進に関する構想の策定を設けています。�

■新旧市町村合併法比較表� 平成17年3月31日�

○合併に関する障害除去の特例措置�

・地方税の不均一課税、議員の在任特例等�
・合併算定替の特例期間10年（＋激変緩和5年）�

平成18年3月31日� 平成22年3月31日�

現 行 法� 新　　法�

経過措置期間�
○3万都市特例�

○合併特例債による財政支援措置� ・新法では廃止�

平
成
17
年
４
月
１
日�

以
降
に
合
併
申
請�

・存置�
・段階的に5年（＋激変緩和5年）に縮小�
（Ｈ17・Ｈ18の特例期間は9年、Ｈ19・Ｈ20は7年、Ｈ21は5年）�

平
成
17
年
３
月
31
日�

ま
で
に
合
併
申
請�

○都道府県が基本指針に基づき、市町村の合併の推進�
　に関する構想を策定�

○知事が、市町村合併調整委員を任命し、合併協議会�
　に係わるあっせん、調停を行わせることができる。�
○知事が合併協議会設置又は合併協議推進勧告等によ�
　り、市町村の合併を推進する。�

合 

併�

　
玉
城
町
の
市
町
村
合
併
問
題
に
つ
い
て
意
見
交
換
す
る
、
同
市

町
村
合
併
問
題
懇
話
会
（
山
口
雅
義
会
長
）
が
５
月
14
日
（
第

14
回
）
、
６
月
11
日
（
第
15
回
）
に
役
場
で
開
催
さ
れ
、
「
市

町
村
合
併
　
単
独
で
行
く
と
し
て
…
ま
ち
づ
く
り
を
考
え
よ
う
！
」

を
テ
ー
マ
に
２
回
に
わ
た
り
意
見
発
表
と
話
し
合
い
が
行
わ
れ

ま
し
た
。�

　
こ
の
な
か
で
、
委
員
か
ら
は
次
の
よ
う
な
意
見
が
出
さ
れ
ま

し
た
。�

　�　
《
柱
立
て
》
　�

�

　
一
・
町
財
政
か
ら
み
た
合
併
の
是
非
と
町
の
単
独
存
続
の
可

　
　
　
能
性
に
つ
い
て�

　
二
・
真
の
住
民
自
治
・
住
民
主
体
の
ま
ち
づ
く
り
実
現
の
た

　
　
　
め
の
自
治
体
の
規
模
に
つ
い
て�

�

▼
市
町
村
は
住
民
に
一
番
近
い
行
政
と
し
て
防
波
堤
と
な
ら
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
合
併
推
進
の
風
潮
に
流
さ
れ
る
こ
と
な

　
く
議
論
す
る
こ
と
が
重
要
。�

▼
自
治
会
を
も
う
一
度
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
し
っ
か

　
り
し
て
い
れ
ば
、
合
併
し
て
も
地
域
は
な
く
な
ら
な
い
。�

▼
町
に
よ
っ
て
財
政
状
況
は
異
な
る
が
、
相
互
扶
助
の
心
が
必

　
要
。�

平
成
22
年
3
月
31
日
ま
で
に
合
併�

平
成
18
年
3
月
31
日�

ま
で
に
合
併�
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▼
玉
城
だ
け
の
こ
と
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
広
く
地

　
域
を
考
え
る
こ
と
も
必
要
。
相
互
扶
助
の
精
神
も
必
要
。�

▼
合
併
し
て
も
し
な
く
て
も
財
政
的
に
は
厳
し
く
な
る
。
財
政

　
分
析
が
必
要
で
あ
る
。
痛
み
を
受
け
る
の
は
住
民
で
あ
る
。�

▼
汗
水
た
ら
し
て
ま
ち
づ
く
り
を
自
分
た
ち
で
し
て
い
く
と
い

　
う
精
神
を
ど
う
培
っ
て
い
く
か
が
重
要
。�

▼
住
民
一
人
ひ
と
り
が
自
治
に
参
画
す
る
こ
と
が
必
要
。
そ
の

　
手
法
を
考
え
な
い
と
い
け
な
い
。�

▼
自
治
に
関
し
て
、
小
さ
い
ほ
う
が
つ
な
が
り
が
強
く
影
響
力

　
も
大
き
い
の
で
は
。�

▼
ま
ち
が
自
立
し
て
い
く
に
は
、
地
元
産
業
の
発
展
が
不
可
欠
。

　
ど
う
発
展
さ
せ
て
い
く
か
、
知
恵
を
絞
ら
な
け
れ
ば
い
け
な

　
い
。�

▼
も
っ
と
税
源
委
譲
し
、
地
方
で
解
決
す
べ
き
で
あ
る
。
財
政

　
と
行
政
を
多
面
的
に
、
ト
ー
タ
ル
的
に
考
察
し
な
い
と
い
け

　
な
い
。�

▼
合
併
単
独
を
宣
言
し
た
ま
ち
の
取
組
み
な
ど
先
進
地
か
ら
学

　
ぶ
こ
と
も
必
要
。�

▼
最
終
的
に
は
住
民
の
「
覚
悟
」
が
必
要
と
な
る
。�

�

　
そ
の
他
、
詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま

す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。�

　
記
事
に
関
す
る
詳
し
い
こ
と
は
町
総
務
チ
ー
ム 

（
５
８
）８

２
０
０
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。�

新設病院建家�
（本工事）�

外来患者�
仮駐車場�

外来患者仮入口 Ｃ�

外来患者仮入口 A

外来患者仮入口（車椅子用） Ｂ�

玉
城
病
院
新
病
院
で
診
療
開
始�

　
出
入
り
は
仮
入
り
口
を
ご
利
用
く
だ
さ
い�

�

　
町
立
玉
城
病
院
は
、
８
月
３
日
開
院
し
ま
す
。
引
き
続
き
来
年

１
月
末
ま
で
、
正
面
玄
関
付
近
で
の
取
り
壊
し
や
新
た
な
工
事
が

続
く
こ
と
か
ら
、
し
ば
ら
く
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理

解
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。�

　
な
お
、
外
来
者
用
仮
入
口
を
３
カ
所
設
置
し
て
い
ま
す
の
で
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。�

　
ご
利
用
に
あ
た
っ
て
詳
し
く
お
知
り
に
な
り
た
い
人
は
、
玉
城

病
院
　
（
５
８
）３
０
３
９
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。�

　
仮
駐
車
場
を
ご
利
用
の
人
は
　
　

ま
た
は
　
　

の
入
口
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
　�

完成予想図�
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母
と
子
の
よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル�

　
　
中
井
理
恵
子
さ
ん
　
亜
美
ち
ゃ
ん�

　
　
親
子
　
最
優
秀
賞
を
受
賞�

�

　本年４月１日から、児童手当制度の支給対象年齢が、現在の義務教育就学前までから、小学校第３学年修了前

（９歳到達後最初の年度末）までに拡大されました。�

　新たに、児童手当などを受けようとされる児童の保護者は、市区町村の窓口（保護者が公務員の場合には勤務

先）で、認定請求などの手続きが必要となります。�

　なお、改正に伴う新規請求などは、９月30日までに受け付けたものに限り、特例的に４月１日までさかのぼっ

て支給されます。（10月以降に認定請求を行った場合は、請求を行った月の翌月分からの支給となります。）�

●平成16年度小学校入学児童の保護者のみなさん（平成９年４月２日～平成10年４月１日生まれ）�

　上記の児童の保護者は、現況届を提出していれば特段の手続きは必要ありません。ただし、該当しない保護者

でも受給資格がある場合は、認定請求または額改定認定請求が必要になります。�

●平成16年度小学2・3年生の児童の保護者のみなさん（平成７年４月２日～平成９年４月１日生まれ）�

　現在、児童手当などを受給していない保護者は認定請求、現在すでに就学前児童について児童手当などを受給

している保護者は、額改定請求などが必要になります。請求書のほか、認定に必要な添付書類は、�

　・年金加入証明書また健康保険証の写し（申請者が厚生年金加入者の場合）�

　・所得証明書（平成15年１月１日現在、玉城町に住所がなかった場合）�

　また、平成16年度小学２・３年生の児童の保護者には個人通知をしています。�

　なお、所得が一定額以上の場合は、児童手当が支給されない場合があります。�

　詳しくは、町生活福祉チームへお問い合わせください。�

�

町生活福祉チーム　（58）8203児童手当が小学３年生まで拡大�

　
三
重
県
歯
科
医
師
会
度
会
支
部

の
第
11
回
母
と
子
の
よ
い
歯
の
コ

ン
ク
ー
ル
が
６
月
13
日
、
開
催
さ

れ
、
み
ご
と
中
井
さ
ん
親
子
が
最

優
秀
賞
を
手
に
さ
れ
ま
し
た
。�

　
今
回
の
コ
ン
テ
ス
ト
で
は
、
１

次
審
査
を
通
過
し
た
38
人
を
対
象

に
、
４
人
の
歯
科
医
師
が
審
査
を

行
い
、
妙
法
寺
の
中
井
理
恵
子
さ

ん
、
亜
美
ち
ゃ
ん
（
４
歳
）
親
子

が
最
優
秀
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。�

　
こ
の
コ
ン
ク
ー
ル
は
、
歯
の
衛

生
週
間
の
一
環
と
し
て
歯
に
関
す

る
正
し
い
知
識
を
知
っ
て
も
ら
い
、

予
防
処
置
・
早
期
発
見
・
早
期
治

療
を
行
う
こ
と
で
、
歯
の
寿
命
を

延
ば
そ
う
と
、
毎
年
開
催
さ
れ
て

い
ま
す
。�

　
当
町
で
も
、
保
健
事
業
の
な
か

で
歯
の
健
康
づ
く
り
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
乳
幼
児
期
で
は
、
フ

ッ
素
塗
布
の
体
験
が
で
き
る
「
歯

っ
ぴ
い
教
室
」
や

保
育
所
で
の
「
４

歳
児
歯
科
教
室
」
、

歯
科
医
院
に
通
う

こ
と
が
で
き
な
い

人
へ
の
口
腔
訪
問

な
ど
を
実
施
し
て

い
ま
す
。�

　
み
な
さ
ん
も
自

分
の
歯
を
80
歳
で

20
本
以
上
残
せ
る

よ
う
、
一
生
付
き

合
う
歯
を
大
切
に

し
て
く
だ
さ
い
。�

�

最優秀賞に選ばれた中井さん親子�
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ふ
る
さ
と

ふ
る
さ
と
の�

れ
き
し

れ
き
し�

ふ
る
さ
と
の�

れ
き
し�

170

　江戸時代、村の青年たちは若衆組をつくり「わ

かいしゅ」と呼ばれた。若衆頭は村の掟（おき

て）にそって若衆を統率し、合議で村の神事や

盆おどり行事を主催したり出会い仕事を引き受

けた。�

　これは青年たちの自治を認めることによって

村の掟を守らせ、村の一員として生きることを

しつける方便であった。日待（ひまち）は家事

や村仕事を休むことを公認した日で、この日に

田畑で働くことは掟の違反とされた。�

　小社曽根の初日待は旧正月20日で、酒や米を

持ち寄って会食した。この日は初寄りと呼ばれ

てその年の行事が決められ、若衆の中に村の規

約や若衆の取り決めに背いた者があると除名処

分にした。仲間からのけ者にされることは不名

誉なことで、家人は村人に顔向けができないと

いうので、顔役（有力者）を仲人に頼んであや

まり、みりん５升、こわめし１斗を出すなど、

分に応じた金品を若衆組に差し出して許された

という。�

　現在のように日曜休日のなかった昔、生活の

知恵は日待ちという年間20日余りの休業日を決

めて、骨休みすることにあったようだ。�

－若衆組と年中行事（小社曽根）－�

◎金子延夫著　玉城町史第三巻より抜書�

保
育
所
の
い
ろ
い
ろ
な
活
動
と
遊
び�

玉
城
町
の
保
育
所
で
行
わ
れ
た
活
動
や
遊
び
を
紹
介
し
ま
す
。�

水
遊
び
、
気
持
ち
い
い
ね
ぇ�

　
　
　  

　
　
田
丸
保
育
所 �

�

���

　
梅
雨
の
合
間
、
む
し
む
し
と
暑

い
６
月
17
日
、
４
歳
児
ク
ラ
ス
が

涼
を
求
め
て
田
丸
小
学
校
裏
の
水

路
へ
遊
び
に
で
か
け
ま
し
た
。�

　
こ
こ
に
遊
び
に
出
か
け
る
の
は

２
回
目
。
様
子
も
わ
か
っ
て
い
る

子
ど
も
た
ち
も
多
く
、
田
ん
ぼ
を

の
ぞ
き
込
ん
で
は
「
あ
っ
！
　
お

た
ま
じ
ゃ
く
し
！
」
と
見
つ
け
て

喜
ん
だ
り
、
水
遊
び
を
と
っ
て
も

楽
し
み
し
て
い
た
子
は
水
に
足
を

そ
ろ
そ
ろ
と
入
れ
、
触
れ
た
瞬
間

「
冷
た
〜
い
」
と
歓
声
を
あ
げ
て

い
ま
し
た
。
　�

　
水
路
に
は
メ
ダ
カ
、
ア
メ
ン
ボ

や
カ
ワ
ニ
ナ
な
ど
の
小
さ
な
生
き

物
が
た
く
さ
ん
棲
ん
で
い
ま
す
。

そ
の
姿
を
見
つ
め
て
い
る
子
も
い

れ
ば
捕
え
よ
う
と
す
る
子
、
生
き

物
よ
り
も
ひ
た
す
ら
水
遊
び
に
興

じ
て
い
る
子
と
様
々
で
し
た
。�

　
メ
ダ
カ
や
ア
メ
ン
ボ
を
捕
え
た

子
は
「
見
て
〜
」
と
バ
ケ
ツ
に
入

れ
て
嬉
し
そ
う
に
保
育
士
に
見
せ

に
来
て
く
れ
ま
す
。
保
育
士
も
子

ど
も
た
ち
に
負
け
ず
、
一
緒
に
お

た
ま
じ
ゃ
く
し
捕
り
を
し
ま
し
た
。

そ
の
様
子
を
見
て
、
自
分
の
バ
ケ

ツ
に
入
れ
て
ほ
し
く
て
一
斉
に
走

っ
て
く
る
子
ど
も
た
ち
の
姿
は
元

気
そ
の
も
の
で
し
た
。�

　
楽
し
い
時
間
は
あ
っ
と
い
う
間

に
す
ぎ
、
ま
だ
ま
だ
遊
ん
で
い
た

い
子
ど
も
た
ち
は
、
保
育
所
で
飼

っ
て
い
る
お
た
ま
じ
ゃ
く
し
の
た

め
に
お
土
産
の
水
草
を
手
に
帰
路

に
つ
き
ま
し
た
。�

　
自
然
を
大
切
に
で
き
る
優
し

い
子
ど
も
た
ち
に
成
長
し
て
く

れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。�

�

●玉城健康教室一同様か

ら、３万円を町社会福祉

協議会へお寄せいただき

ました。�
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玉城町町営住宅入居者募集�
町産業建設チーム　 （58）8205

�
�
�
�
　次の要領により町営住宅の入居者を募集いたしま

す。�

１募集住宅　第２城東団地　低層耐火２階建　３DK�

２募集戸数　１戸�

３募集受付期間　８月２日（月）～８月20日（金）まで

　の毎日午前８時30分～午後７時まで受付します。�

　（ただし、土・日曜日は除きます）�

４入居料及び敷金　入居料は前年度所得から算出し 

　ます。敷金は、入居料の３カ月分です。�

５入居資格者　玉城町に住所を有する人、または玉

　城町内に勤務している人。ただし、単身者、また

　は家族を不自然に分割しての申込みはできません。�

　　その他、玉城町町営住宅管理条例に基づき、入

　居資格が定められています。�

６申込み方法　町産業建設チームにある入居者申請

　書に入居者（全員）の住民票、平成16年度所得証

　明書もしくは源泉徴収票を添付し、町産業建設チ

　ームへ提出してください。�

※町外にお住まいで、玉城町内に勤務している人に

　ついては、在職証明を添付してください。�

７入居日　平成16年９月１日（水）を予定しています。�

�

　詳しくは、町産業建設チームへお問い合わせくだ

さい。�
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介護サービス利用者相談日のお知らせ�
町生活福祉チーム　 （58）8203

�
�
�
�
�
　利用している介護保険のサービスについての要望

などを介護相談員がお聞きします。�

【相談日】�
　８月４日（水）玉城社協デイサービス�

　　　10日（火）ケアハイツ玉城�

　　　12日（木）弘樹苑�

　　　19日（木）はなのその�

　　　20日（金）在宅介護サービス利用者�

　　　　　　　（保健福祉会館）�

　　　24日（火）桜の里�

　相談時間はいずれも午後１時30分～４時まで�

【相談員】�
　下村　久　　　　大喜多　逸子�

　谷口　惠津子　　大西　道子�

�

　詳しくは、町生活福祉チームへお問い合わせくだ

さい。�

国民生活金融公庫融資制度のご紹介�
　国民生活金融公庫は政府系金融機関として、おもに中小企業のみなさんのための事業資金の融資をおこなっています。�

　また、大学、専修学校、高校などの入学資金や在学資金が必要な人のため「国の教育ローン」も取り扱っています。�

▼おもな融資制度�

＊利率は平成16年6月１0日現在のもので、いずれも固定金利。詳しくは、国民生活金融公庫伊勢支店 　（24）5191へお問い合わせください。�
�

種　　　類� ご融資限度額� ご返済期間� 利　　率�

国の事業ローン�

IT資金�

新規開業資金�

女性・中高年企業家資金�

セーフティネット貸付�

第三者保証人等を不要�
とする融資�

国の教育ローン�

4,800万円�
運転資金　 5年以内�
設備資金　10年以内� 年1.9％�

お使い途に応じ�
年1.0～2.1％�

ご融資期間に応じ�
年1.0～2.1％�

ご融資期間に応じ�
年1.0～2.1％�

各制度に定める�
貸付利率＋0.9％�

年1.9～1.95％�

1.65％�

運転資金　 5年以内�
設備資金　15年以内�

運転資金　 5年以内�
設備資金　15年以内�

運転資金　 5年以内�
設備資金　15年以内�

運転資金　 5年以内�

運転資金　 5年以内�

10年以内�

7,200万円�

7,200万円�

7,200万円�

3,000～　　�
4,800万円�

1,500万円�

学生・生徒一人�
につき200万円�
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参議院議員選挙結果�
� 玉城町選挙管理委員会　 （58）8200

�
�
�
�
�
　平成16年７月11日執行されました「参議院議員選

挙」玉城町開票区結果を次のようにお知らせします。�

 選挙区選出議員議員選挙�
◆投票の内訳�

　選挙当日の有権者数　　　　　　１１，６７７人�

　投票者数　　　　　　　　　　　　６，９９３人�

　投票率　　　　　　　　　　　　　５９．８９％�

◆開票の内訳�
　開票した投票総数　　　　　　　　６，９９３票�

　内訳　有効得票数　　　　　　　　６，８０２票�

　　　　無効投票数　　　　　　　　　　１９１票�

◆候補者別得票数（届出順）�
　芝ひろかず　　　　　　　　　　　３，４５４票�

　中野たけし　　　　　　　　　　　　　５００票�

　津田けんじ　　　　　　　　　　　２，８４８票�

 比例代表選出議員選挙�
◆投票の内訳�
　選挙当日の有権者数　　　　　　１１，６７７人�

　投票者数　　　　　　　　　　　　６，９９３人�

　投票率　　　　　　　　　　　　　５９．８９％�

◆開票の内訳�
　開票した投票総数　　　　　　　　６，９９３票�

　内訳　有効得票数　　　　　　　　６，７０８票�

　　　　無効投票数　　　　　　　　　　２８５票�

◆比例代表政党得票数（届出順）�
　みどりの会議　　　　　　　    　　８３．０７０票�

　自由民主党　　　　　　　   　    ２，１３８．２２７票�

　女性党　　　　　　　　　　　　　　　　９６票�

　社会民主党　　　　　　　　　　　　　２２５票�

　維新政党・新風　　　　　　　　　　　　　６票�

　公明党　　　　　　　　　　　　　　　８０４票�

　民主党　　　　　　　　　　   ３，０１９．７０１票�

　日本共産党　　　　　　　　　　　　　３３６票�

　�

　今回の選挙での投票率は、３年前の平成13年の

60.14％と比べると、わずか0.25ポイントおよばず、

59.89％にとどまりました。�

　一方、玉城町では今回からの採用となった「期日

前投票」は1,093票、また「不在者投票数」とあわせ

ると有権者の約１割にあたる1,157票になり、前回の

897票に比べ、260票上回る結果となりました。�

�
�
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福祉医療費受給資格証９月１日更新します�
� 町生活福祉チーム　 （58）8203

�
�
�
�
�
　福祉医療費受給資格証を現在お持ちの人は、９月

１日が更新期日となります。８月中に町生活福祉チ

ームから通知しますので更新手続をしてください。

　福祉医療費とは、心身障害者、一人親家庭、乳幼児、

68・69歳老人の医療費の一部を助成する制度です。�

対象者は以下のとおりです。�

■心身障害者医療…�
　・身体障害者医療手帳１級～４級をお持ちの人�

　・療育手帳ＡまたＢ（中度）をお持ちの人�

■一人親家庭等医療費…�
　・18歳年度末までの児童を扶養している一人親家

　　庭の父母およびその児童�

　・父母のいない18歳年度末までの児童�

■乳幼児医療費…�
　・４歳未満（誕生月の末日まで、月の初日生まれ

　　の場合は前月末日まで）の乳幼児�

■老人医療費…�
　・68歳（誕生月の初日から）、69歳まで�

　詳しくは、町生活福祉チームへお問い合わせくだ

さい。�
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�
�
�
�
　町内司法書士のボランティアによる無料法律相談

が実施されます。相談日は偶数月の第２火曜日です。

相続や権利擁護関係などお気軽にご相談ください。�

【８月の相談日】�
▼日　時　８月10日（火）午後２時～４時まで�
▼場　所　保健福祉会館　相談室�
▼ご利用方法　事前に保健福祉会館に予約の申し込
みを行ってください。�

※予約に余裕のある場合は、当日直接の相談も可能

です。�
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町内司法書士による無料法律相談開催�
� 町保健福祉会館　 （58）8000

■サンデーひろば�
　平日は仕事のため、子育てサークルに参加し

たいけどできないという親子を対象に、広場を

企画しました。……８月29日（日）�

▼時　間　午前10時30分～11時30分�
▼場　所　町保健福祉会館�
▼対　象　保育所入所までのお子さんと、普段�
　　　　　サークルに参加できない保護者�

▼内　容　水あそび�
＊ご希望の人は町保健福祉会館にお申し込みく

ださい。�

■歯っぴい教室�
……９月２日（木）�

▼受付時間　午後１時15分～１時30分�
▼場　所　町保健福祉会館�
▼内　容　歯科衛生士による講話・ブラッシン
　　　　　グ指導、歯科健診およびフッ素塗布

　　　　　体験（希望者）�

▼対　象　平成14年５月～７月生まれのお子さん�
＊該当児には、個人通知いたします。ご希望の

人は保健福祉会館へお申し込みください。�

�

保健師だより�保健師だより� 町保健福祉会館　 （58）8000

町生活福祉チーム　 （58）8203

�

�
�
�
�
�
　入所児童の増加に伴い、臨時保育士を募集します。

保育士の資格が有り、年齢が50歳までの町内在住の

人。�

　ただし、土曜日にも勤務できる人。�

募集期限は８月16日（月）まで。�

　詳しくは、町生活福祉チームへお問い合わせくだ

さい。�

�
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臨時保育士募集�
町生活福祉チーム　 （58）8203

�
�
�
�
�
　毎月第３火曜日は園庭を開放しています。�

▼日　時　８月18日　第３水曜日　午前中　�
▼場　所　各町立保育所�
　詳しくは、それぞれの保育所へお問い合わせくだ

さい。�

�
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町立保育所　園庭開放のご案内�

�
�
�
�
�
　少年の健全な育成のためボーイスカウト伊勢７団

では、隊員を募集しています。�

▼対　象　幼稚園・保育園児（年長組）以上の男子。�
▼入隊説明会　８月21日（土）�
　午後７時30分から育成会館（伊勢市岡本町マリア

保育園御木本道路向）で開催。�

　詳しくは、伊勢７団（神宮支庁内）へお問い合わ

せください。�
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ボーイスカウトの隊員募集�
伊勢７団（神宮支庁内）　 （24）1111

�
�
　遺跡から出土した実物の木の道具を見て、道具の

使い方を想像したり、実際に手に触れて体験学習も

できます。�

▼会　場　三重県埋蔵文化財センター�
　　　　　斎宮歴史博物館�

▼期　間　８月29日（日）まで�
▼時　間　午前９時30分～午後５時�
▼休館日　８月２日・９日・16日・23日の各月曜日�
　その他詳しくは、三重県埋蔵文化財センターへお

問い合わせください。�

�
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夏休み自由研究・体験学習にぜひ！�
観覧無料『木の道具　昔むかし』展�
� 三重県埋蔵文化財センター　 （52）7029

�

・線路で遊んでいる子どもを見かけたら遊ばないよ

　う注意をしてください。�

・線路周辺に不審な人影を認めたらＪＲ東海松阪工

　務区へ連絡を。�
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線路への立ち入りをしないで�
ＪＲ東海　松阪工務区　　 0598（21）5667
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�
�
�
�
�
�
■はな♪はな♪おはなし会�
　絵本や紙芝居の読み語り、手遊びなどをしていま

す。読み手は現役ママたち！絵本のこと、育児のこ

と、いろいろお話ししませんか！？�

＜８月のおはなし会＞�

▼日　時　８月17日（火）�
　　　　　午前10時30分～�

▼対象者　乳幼児と保護者�
▼場　所　町保健福祉会館　研修室�
�

■すいすいキッズ　カラフルらいおん�
▼日　程　９月８日（水）�
　　　　　８月はお休みです。�

▼場　所　町保健福祉会館　研修室�
�

　いずれも詳しくは、�

町ボランティアセンターへ�

お問い合わせください。�
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ボランティアだより�
�

�

町社会福祉協議会　ボランティアセンター�
　 （58）6915
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第49回町民体育祭ポスター募集�
町教育委員会　 （58）8212

�
�
�
�
�
　玉城町、町教育委員会、体育指導委員協議会では、

今秋開催される町民体育祭お知らせ用のポスターを

募集します。�

▼応募資格　一般部門（中学生以上で町内在住在勤
の人）�

▼用紙など　白色の四つ切り画用紙。使用する色は
自由です。２色以内（白色は１色と数えない）。名前（ふ

りがなをふったもの）、性別、住所、電話番号、その

他（学生は学校名・学年組）を作品裏面中央に記入し

てください。�

▼文字　「町民体育祭」「10月17日 ※10.17という書
き方も可」「雨天24日」「会場 お城広場」「主催　

玉城町」を必ず入れてください。（字体は自由）�

▼締め切り　９月２日（木）午後５時�
▼提出先　町教育委員会（村山龍平記念館内）�
▼賞など　金・銀・銅ほか、上位入賞者は体育祭当
日表彰します。入選者には、個人通知します。参加

賞あり。�

▼発表　作品は、すべて、町民体育祭当日、町屋内
体育館で掲示します。また金賞の作品は体育祭のＰ

Ｒポスターとして印刷・掲示します。�

　詳しくは、町教育委員会へお問い合わせください。�

�
�
�
�
�
�
　度会町の「度会商店会」主催の第４回のイベント

が次のように開催されます。お出かけください。�

▼日　時　８月28日（土）　雨天29日（日）�
　　　　　午後４時45分～10時�

▼場　所　宮リバー度会パーク・芝生広場�
▼内　容　太鼓（玉丸城太鼓ほか）の演奏、よさこ
いソーラン、沖縄エイサー、花火大会など�

　詳しくは、度会商店会（大西さん）にお問い合わ

せください。�

�
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第４回 WATARAI  NIGHT  FEVER 開催�
度会商店会　 （62）0131

�
�
�
�
�
　基本健康診査が９月から始まります。�

▼期　間　９月１日（水）～11月30日（水）�
▼対　象　40歳以上の人で、職場などで健康診査、
国民健康保険の人間ドッグを受ける機会のない人。�

▼場　所　町内医療機関�
▼料　金　1,000円（70歳以上は無料）�
　詳しくは、「広報たまき９月号」（次号）の挟み込

みチラシをご覧ください。�
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基本健康診査�
町保健福祉会館　 （58）8000
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f rom Ok inawa Tamagusuku V i l l age

沖縄�

　６月21日（月）旧暦の５月４日（ユッカヌヒー）に奥

武島で海神祭が行われました。�

　この海神祭は、一年の豊漁と漁の安全を願って行わ

れています。�

　当日は台風５号の影響で潮の流れが速いため、ミシ

ラギ御願と御願バーリーが行われ、残りの日程は６月

23日（水）に延期されました。�

　６月23日（水）に行われた職域ハーリーには、36チー

ムが出場し熱戦を繰り広げました。�

　出場したのは自衛隊チームから小学生チームまで様々

なチームがあり、ハーリーを楽しんでいました。�

�

奥武島海神祭�

くらしの情報�くらしの情報�くらしの情報�
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電気は正しく安全に使いましょう�
＝８月は電気使用安全月間＝�
�（財）中部電気保安協会伊勢事業所　（25）0892

�
�
�
�
�
　８月は電気使用安全月間です。感電災害は夏季に

集中して発生します。夏は汗をかきやすく、皮膚の

露出部分が多くなり、また疲労から注意力が散漫に

なりがちです。この点から毎年８月

を「電気使用安全月間」とし全国一

斉に行われています。�

　感電災害を防止するため、

電気は安全に正しく使いましょう。�

　電気のご相談は財団法人中部

電気保安協会伊勢事業所へお問

い合わせください。�

�
�
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  子ども科学体験教室�
「科学体験教室」開催�
�
�
三重県科学技術振興センター　   0593（29）3620

�
�
�
�
�
　夏休み中の子どもたちに科学に親しんでもらおうと、

研究員による楽しい「科学体験教室」が開かれます。

実際に科学実験や工作など科学の面白さを体験でき

ます。あわせて、鈴鹿山麓リサーチパーク内では、「こ

どもかんきょう体感フェア2004」など他のイベント

も同時に開催されますので、楽しい催しが盛りだく

さんです。�

▼日　時　８月26日（木）午前10時～午後５時�
　　　　　　　27日（金）午前10時～午後４時�

▼場　所　鈴鹿山麓研究学園都市センター�
（四日市市桜町3690-1　鈴鹿山麓リサーチパーク内）�

▼参加費　入場無料�
　詳しくは、三重県科学技術振興センターへお問い

合わせください。�

�
�
�
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たまきチたまきチャンネル番組予定表ル番組予定表�たまきチたまきチャンネル番組予定表ル番組予定表�たまきチャンネル番組予定表�

城あとに夢を築くまち たまき　2004-8

7月25日～8月24日�

1
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深
夜�

5：00�
5：10�
5：30�
5：40�

�6：00

8：00 特別番組�

10：00 特別番組�

6：00 特別番組�

7：00 ビデオレポート�

9：00

※議会�
　閉会日翌日�

議会再放送�
一般質問のみ�

（終了まで放送）�

9：00
※議会開会日�

議会放送�

（終了まで放送）�

2：00 番組終了�

10：00 特別番組�

11：00 ビデオレポート�

2：00 特別番組�

ビデオレポート�

11：00 ビデオレポート�

3：00 ビデオレポート�

たまきチャンネル� ちょっと玉城（毎月５日、20日に更新）�

■８月４日まで�

■８月５日から８月19日まで�

■８月20日から�

■７月24日から�

No　　放 送 内 容 �

１　参議院議員選挙�

２　空手道大会�

３　交通安全街頭指導出発式�

４　サンバ練習会の様子�

５　総合学習（有田小）　など�

■７月31日から�

■８月７日から�

�

■８月14日から�

■８月21日から�

番組情報、町からのお知らせ・イベント情報など。�

ビデオレポート（毎週土曜日に更新）�
町内での催しなどを取材。（放送期間＝２週間）�

特別番組（毎月１日、16日に更新）�
行政・広報番組、特別編集番組など。�

８月16日から８月31日までの情報�

９月１日から９月15日までの情報�

９月16日から９月30日までの情報�

■７月31日まで�

■８月１日から８月15日まで�

■８月16日から�

新しくなった玉城病院�

元気人（防災ボランティア）�

商工会夏まつり　などを予定�

知っ得、納得（毎週月曜日に更新）�
役場職員が、町の事業紹介、お知らせなどを行う。�

■７月26日～�

■８月２日～�

■８月９日～�

■８月16日～�

■８月23日～�

■８月30日～�

こころゆったり、アスピア玉城�
広報いろいろ�
歯のおはなし�
福祉医療受給資格�
基本健康診査�
介護保健制度�
　　　　　　　　　などを予定�
�

番組に関するお問い合わせ・・・�

放送に関するお問い合わせ・・・�
役場総務チーム広報CATV　（58）8200�

（株）アイティービー制作部　（27）0700

・初心者水泳教室�
・町民ソフトボール大会�
・終業式　などを予定�

・夏まつり�
・田丸神社天神さん　などを予定�

・アスピア夏まつり　などを予定�

・未定�

議会放送は、町議会が開催される当日午後９時から録画放送。また「町
政一般に関する質問」のみ議会閉会翌日午前９時から再放送します。�

※番組内容は予告なく変更する場合があります。�
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ちょっと玉城�
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■玉城町役場�
�
●総務チーム�
●税務住民チーム�
●生活福祉チーム�
●上下水道チーム�
●産業建設チーム�
●出納室�
●議会事務局�
●教育委員会（村山龍平記念館）�
●青少年電話相談�
■病院老健チーム�
　玉城病院�
　介護老人保健施設ケアハイツ玉城�
　・介護老人保健施設�
　・訪問看護ステーション�
　・訪問介護�
　・在宅介護支援センター�
　・居宅介護支援事業所�
■保健福祉会館�
■社会福祉協議会�
　　社会福祉協議会�
　　在宅介護支援センター�
　　居宅介護支援事業所�
■夢工房たまき�
■中央公民館�
■青少年相談センター�
■アスピア玉城　　�
　　玉城ふれあいの館�
　　ふるさと味工房�
■さくら児童館�

　58 - 8200�
　58 - 4494�
　58 - 8200�
　58 - 8201�
　58 - 8203�
　58 - 8207�
　58 - 8205�
　58 - 8210�
　58 - 8211�
　58 - 8212�
　58 - 4108�
�
　58 - 3039�
�
　58 - 3770�
　58 - 8117�
　58 - 8117�
　58 - 8822�
　58 - 8822�
　58 - 8000�
�
　58 - 6915�
　58 - 8181�
　58 - 6915�
　58 - 7696�
　58 - 6331�
　58 - 4108�
�
　58 - 8800�
　58 - 8686�
　58 - 8527

休日・夜間当直室�
58-8213

今月の表紙�

第376号　平成16年８月号�
編集：広報たまき編集委員会�
発行：玉城町役場総務チーム�

〒519-0495　三重県度会郡玉城町田丸114-2�
TEL 0596-58-8200  FAX 0596-58-4494 �
Home Page  http://www.town.tamaki.mie.jp�

e-mail  info@town.tamaki.mie.jp

広報たまきは再生紙を利用しています�

広報たまき�

いきいきほのぼのネットワーク�いきいきほのぼのネットワーク�いきいきほのぼのネットワーク�FAX

◆人の動き（平成16年７月１日現在）�
●人口　14,988人（＋13人）�
●男　　  7,307人（＋７人）�
●女　　  7,681人（＋６人）�
●世帯数　4,595世帯（＋14世帯）�
（　）は６月１日以降の増減�

　黄色と緑のコントラスト。元気いっぱ
い。笑顔いっぱいに夏の季節を現したひ
まわりは、子どもたちをいつも見つめて
います。　　　　　　（田丸保育所で）�

８月４日（水）・18日（水）�
９月１日（水）�

時間　午前９時30分～11時30分�
場所　町保健福祉会館　健康相談室�
内容　血圧測定、検尿など�

健康相談�

８月26日（木）�

時間　午前10時～午後３時�
場所　町保健福祉会館�
対象　生後２カ月～未就園のお子�
 さん�
内容　身体計測、離乳食（栄養）や�
 子育て全般に関する相談�
＊母子健康手帳をお持ちください。�
�

乳幼児相談�

毎週　月・木曜日�

時間　午前10時～午後３時�

電話（５８）４１０８�
お問い合わせは、町教育委員会へ�
�

８月９日（月）・23日（月）�
９月６日（月）�

時間　午前10時～11時30分�
場所　町保健福祉会館　健康相談室�
対象　60歳以上の人�
 （若い人も歓迎します。）�
内容　指体操、�
 簡単なストレッチ体操など�
�

青少年電話相談�

たまきっこ�
ひろば�

８月11日（水）�

受付時間　午後１時～１時20分�
場所　町保健福祉会館　�
対象　平成13年２月１日～３月31日�
　　　生まれのお子さんと前回受診�
　　　されなかったお子さん�
＊該当児には個人通知いたします。�
�

３歳児健康診査�

いきいきクラブ�

町税など納期の�
お知らせ�

行政・心配ごと�
相談�

８月10日（火）・20日（金）・�
30日（月）�
�
時間　午後１時～３時�
場所　町保健福祉会館�
相談員　行政相談員および民生委員�
お問い合わせは　�
　　　町社会福祉協議会へ�
�

●町県民税（第２期）�
　 　　８月31日（火）�
お問い合わせは、町税務住民チームへ�

�
●国民健康保険料（第５期）�
●介護保険料（第５期）�
　 ８月31日（火）�
お問い合わせは、町生活福祉チームへ�

町税などの納期は、期限を守って�
必ず納めてください。納期は次の�
とおりです�

８月27日（金）�

時間　午前10時30分～11時30分�
場所　さくら児童館�
対象　保育所入所までのお子さんと�
 その保護者�
内容　ミニ子育て講座�
お問い合わせは、さくら児童館へ�

ヨ　イ　オ　ヤ�

表紙撮影：広報たまき編集委員会　上村幸弘�
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